
 

【修正版】 

    2022/2023シーズン アルペンセッター研修会開催要項 

 

 

【 主 催 】 公益財団法人全日本スキー連盟 

 

【 目 的 】 公認セッター規程にもとづいた研修会の実施 

 

【研修内容】 FIS競技規則の確認・理論及び実技研修 

         ※本研修会は学科研修会の受講と実技研修（実務）を以て修了となります 

 

【 講 師 】 未定 SAJアルペン委員会より派遣 

 

【 参 加 料 】 研修会受講料 ４，０００円  

 

【 対 象 者 】 SAJ公認アルペンA級・B級セッター有資格者 

        SAJ公認アルペンセッター検定会受検予定者 

 

【スケジュール】 ①学科研修（ZOOMによるオンライン講習） 

         ・令和４年１１月２６日（土）９：００～１４：００ 

         ・令和４年１２月 ３日（土）９：００～１４：００ 

         ※どちらか1日を受講してください。ハンドブックからは時間が変更されていま

すのでご注意ください。 

         ※ZOOMのID・パスワードは参加者決定後、担当者よりお知らせ致します。 

        ②実技研修 

          ・SAJ公認大会において大会運営の補助を行うとともに、セッター補助も行

い所定のレポートを提出すること（研修会時に説明します） 

・Ａ級セッター受検者は公認セッター規約のとおりに実務を終了すること 

＊今期に関しては上記を持って実技研修に変えます。なお、アルペン委員会

での了承事項です。  

【申込方法】  SAJ会員登録システム（通称シクミネット）からお申し込みください。 

        申込時点で令和５年度SAJ会員登録を完了している必要があります。 

         ※シクミネットイベントは有資格者用と検定会受検予定者用に分けて募集し

ます。2つの学科研修日程のうち参加を希望する日程を選択しお申し込み下

さい。 

申込み間違いによる返金は致しかねますので、よくご確認のうえ、お申し込

みください。 

 

【申込期間】 令和4年11月11日（金）17：00 ～ 11月22日（火）15：00 



 

 

【 持 参 品 】  アルペンルールブック、電卓、PC（orタブレット） 

 

【 そ の 他 】  ・学科研修は、ZOOMによるオンライン講習形式で行います。 

         各自パソコンとインターネット回線を準備してください。 

・詳細については担当者より連絡します。 

 

        ・本件について不明な点は下記まで問い合わせください。 

         羽田 勤  TEL 090-1124-0688 

 

 

 

◇検定会の申込みについて◇ 

本研修会にSAJ公認アルペンセッター検定会受検予定者としてお申込みしご参加頂く方は、後日

募集する「2022/2023シーズン アルペンセッター検定会」へのお申し込みも必要となります。令和

5年3月上旬に募集開始を予定していますので、忘れずにお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ＳＡＪ公認セッター規約（抜粋） 

 
１ セッター受験資格（抜粋） 

 （１）Ａ級センター受験資格 （第２条―３）  

    Ａ級公認セッターとなる受検資格者は、次に掲げる各号の一つに該当しなければならない。 

①全日本ナショナルチームコーチとして２年以上経験した者。 

②全日本選手権大会、コンチネンタルカップにおいて１０位までの入賞が３回以上の者。 

③Ｂ級の資格を取得した者の中で受験日までの2シーズン以内に（受検年度含む）、Ｂ級公認

大会で技術系２レース以上のセットを行い、高速系種目で１レース以上の実務を経験した

者。 

※上記①②に該当する者は、 SAJ公認大会で、技術系種目１回、高速系種目1回以上のアシス

タントセッター、レフリー、アシスタントレフリーのいずれかの実務を行うこと。 

  ※上記③の高速系種目実務は、セッター・アシスタントセッター・レフリー・アシスタントレ

フリーとする。  

（２）Ｂ級セッター受験資格（第２条―４） 

     Ｂ級公認セッターとなる資格者は、各都道府県選手権大会及び都道府県公認競技会等で実

務を経験した者で加盟団体長が、本連盟に推薦した者とする。 

（３）セッターの年齢制限（第２条―５） 

   Ａ級及びＢ級の受検者の年齢制限は、受検する年の４月１日現在で、Ａ級は２２歳以上、 

Ｂ級は２０歳以上とする。 

 （４）研修会の参加義務（第２条―６） 

    公認セッターの受検者は該当年度の本連盟主催及びブロックが開催する研修会に参加しな 

    ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


